
 

 

 
 

 

 

 

Tax Analysis

注目される中国個人所得税改正 

税法実施条例最終版の公布 
 
国務院は 2018年 12月 22日、改正後の「中華⼈⺠共和国個⼈所得税法実施条例」
（中華⼈⺠共和国国務院令第 707号、以下「実施条例」と略称）を公布した。これによ
り、個人所得税法に関するもう一部の重要な規定が明らかにされた。改正後の実施条例は
2019年 1月 1日より、新個人所得税法と同時に施行される。 
 
以前、財政部及び国家税務総局は 10月 20日に、実施条例の意見募集草案を公布し
ていた。今回の Tax Analysisでは、今回公布された実施条例最終版を、上述の意見募集
草案に基づいて改正された項目の観点から、その要点につき解説する。 
 
意見募集草案の要点 
 
現在の個人所得税法実施条例と比較すると、2018年 10月 20日に公布された実施条
例の意見募集草案には、主に以下の変更点が含まれている。1 
 

• 中国国内に住所を有しない個人の中国国外源泉所得に対する個人所得税免除
「五年ルール」を調整する。 

• 経営活動、権益性資産の譲渡、原稿報酬所得、偶然所得の源泉地判定基準を
補足・整備する。 

• 経営所得、財産譲渡所得等の項目についての課税所得範囲を明確化する。 
• みなし財産譲渡条項を新たに追加する。 
• 新税法における課税項目分類に基づき、国外所得税控除の原則的な規定を明確
化する。 

• 新税法における関連の租税回避防止項目を詳細に定める。 
• 税務機関が特定の場合に、源泉徴収義務者を指定できる規定を追加する。 
• 個人実名納税及び納税者識別番号制度を明確化する。 
• 総合所得を取得した場合に、確定申告をしなければならない状況、及び税務機関が
税金還付を行わない状況を列挙する。 

• 居住者個人が国外への移転により中国⼾籍を取り消す前に、必要な納税申告事
項を明確化する。 

• 専門付加控除の徴収管理規定を新たに追加する。 
• 専門付加控除に関する多部門間協同責任を明確にする。 
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1 意見募集草案に関する内容について、10月 22日に発行された徳勤 Tax Analysisをご参照ください。 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2018/deloitte-cn-tax-tap2822018-zh-181022-v2.pdf  
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実施条例最終版条項の変更 
 
実施条例最終版は主として以下の面に関して、意見募集草案の関連条項を改正した。 
 
1. 「五年ルール」 
 
今回公布された実施条例最終版は、「五年ルール」を調整した。実施条例第四条の規定に
基づき、中国国内に住所を有せず居住する個人は、中国国内における累積居住期間が満
183日に達する年度が連続して 6年に満たない場合、主管税務機関における備案を経て、
中国国外源泉、かつ中国国外における雇用主あるいは個人より支払われた取得に関して
は、個人所得税の納付が免除される。中国国内における累積居住期間が満 183日に達す
るいかなる年度において、出国期間が一回で 30日を超える期間がある場合には、上記の
中国国内における累積居住期間を満 183日と取り扱う年数は、改めてカウントされる。 
 
意見募集草案と比較すると、実施条例最終版は「五年ルール」を「六年ルール」に変更し
た。納税者にとっては規定の緩和であり、国外人材を招き、中国で⻑期間就労させる観点
からは、意義があるものと言える。また、実施条例最終版は「一回の出国期間が 30日超で
ある」ことを連続年数が改めてカウントされ条件とし、かつ、その「一回の出国」はいずれの納
税年度以内にあるべきことを明確化した。これらの改正により、関連規則の説明は更に明
確、かつ理解しやすいものになったと考えられる。 
 
2. 経営所得の課税所得金額の計算 
 
意見募集草案の規定に従い、納税者が生産、経営活動により得る所得は、6万⼈⺠元の
費用、特別項目控除（例：社会保険金及び住宅積立金）、並びに法律に基づき確定
されるその他の控除（例：条件を満たす企業年金、商業健康保険及び商業養老保険支
出）を控除した残額を、課税所得金額とするものとされていた。 
 
実施条例最終版は、上述の各項目の控除に係る経営所得への適用に関して、納税者が
「総合所得を有さない」との前提条件を追加し、更に 6項目の専門付加控除も、経営所
得から控除できることを明確化した。 
 
実施条例における上述の規定は明らかに税制上の公平性を表しており、総合所得及び経
営所得の個⼈所得税納税⾦額を計算する際、納税者の⺠⽣⽀出控除が反映できること
を明確化している。但し上述の規定は、納税者に総合所得がある場合、6万⼈⺠元、専
門控除、専門付加控除及びその他の控除等の項目を経営所得から控除する事はできない
と解するのか、また、そのように取り扱う場合、経営所得を主たる所得とする納税者で総合
所得が少額の人について、関連の控除優遇政策を十分に享受できない状況をもたらす可
能性が考えられる。 
 
3. 国外所得に係る納付税額の計算及び税額控除 

 
実施条例最終版の第二十条では、意見募集草案において規定されていた、国内及び国
外から取得した総合所得、経営所得をそれぞれ合算する税金計算方法を存置しているが、
「個人独資企業・共同企業及び個人が、その他の生産・経営活動に従事する場合におい
て、国外経営機構が欠損を生じるときは、国内の経営機構の利益から控除してはいけな
い」との規定が削除された。 
 
国外所得に係る税額控除の取扱に関して、実施条例では「国家（地域）を区別するが、
所得項目は区別しない」との原則的な規定を存置しているが、各所得項目の控除限度額
の計算式は例示されていない。 
 
国外所得に関する税務処理は、近年の個人所得税の実務における難点の 1つで 
あり、新個人所得税における国外所得税の控除及び国外所得の納付税額の計算に関し
て、今後においても具体的な規定上の課題となると考えられる。 
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4. 租税回避防止規則 
 
意見募集草案における独立取引原則・関連者・合理的な商業目的及び非独立外国企
業規則における「支配」・「実際的な税負担が明らかに低下する」等に関する詳しい条項は、
実施条例最終版においても明らかにされていない。 

新個人所得税法の租税回避防止条項に関して、実施条例最終版では個人の租税 
回避防止行為に関する納税調整・利息追加徴収の規定のみが存置されており、この実施条例最終版によると、追加納税期間と同期間
の⼈⺠元貸出基準⾦利により、利息を計算することとされている。意見募集草案の規定は現行の企業所得税に近似するものであり、個
人が関連資料を適時に提出しない場合、基準利率に 5％を加えて利息を計算しなければならないとされている。 
 
意見募集草案における大部分の租税回避防止規則の内容が実施条例で削除されたとしても、今後、税務機関がこの点に関する規範
化のため、別途の規定を制定する可能性は排除できない。関連する納税者は、個人所得税における租税回避防止規則の改正に、引き
続き注目する必要がある。 

 
5. その他 

 
留意すべき項目について、以前の意見募集段階で論点となった条項が、今回の実施条例最終版では制定されていない。例えば、以下の
様な点である。 
 

• 中国国内における企業・事業単位及びその他経済組織の投資による権益性資産の譲渡から取得した所得は、中国国内源泉
所得とみなす関連規定。 

• みなし財産譲渡の規定。個人が実施した非貨幣資産の交換、及び財産を寄付、債務返済、財政支援、投資などに用いた場
合、一般的には財産の譲渡とみなされ、個人所得税を納付しなければならないとするもの。 

• 国務院税務主管部門が、所得情報を把握する、かつ所得の取得過程に支配権がある組織・単位を、源泉徴収義務者に指
定することができる関連規定。 

 
また、意見募集草案における一部の条項は、実施条例最終版では存置されていないが、その他、同時期に公布された個人所得税に関
する規定に統合され、かつ詳述されたため、実質上の変更は無いと考えられる。例えば、以下の様な点である。 
 

• 個人実名納税及び納税者識別番号制度に関する規定（「国家税務総局・自然人納税者識別番号に関する公告」（国家
税務総局公告 2018年第 59号）参照） 

• 居住者個人が国外移転する際の中国⼾籍の取消前納税申告に関する規定（「国家税務総局・個人所得税の自主納税申
告に関する問題の公告」（国家税務総局公告 2018年第 62号）を参照） 

• 専門付加控除の徴収管理及び多部門協同責任に関する規定（「国務院・個人所得税専項付加控除暫定施行弁法の発
行に関する通知」（国発［2018］41号）を参照） 

 
デロイトの見解とアドバイス 
 
実施条例最終版は、意見募集草案の基本精神及び多くの内容を存置すると同時に、納税者及び専門家の意見とアドバイスを考慮の
上、一部の比較的複雑、又は執行上において問題が大きいと考えられる条項に関して修正が行われ、又は削除された。また、個人所得
税実施条例の公布に伴い、関連事項の取扱細則及び個別規定も集中的に公布される段階に入ると考えられる。関連の納税者は、適
切な対応を行えるよう、直近の個人所得税の政策動向に注目し、個人所得税の改正が各人に与える影響を理解する必要がある。雇用
者及び一定の納税者は、実施条例及び関連法規の新しい改正に注目し、かつ適切な対応を採るべきである。 
 
雇用者（源泉徴収義務者）—— 新税法における専門付加控除及び累積控除法などの新しい取扱の導入により、源泉徴収義務者
のコンプライアンス義務は顕著に増加する。また、今回の個人所得税の改正は、納税者と源泉徴収義務者との間における、個人所得税
の徴収管理実務に係る権利と責任の分担が見直されるものと言える。雇用者は関連条項（例：実施条例の第三十条等）の影響に
注目し、関連の法規文書を適切に理解の上、内部情報収集管理・リスクコントロールシステムの整備が求められる。企業は自社の賃金福
利政策及び人事管理制度に対する必要な整理を行う事により、新個人所得税の規定に対応する企業運営の確保が推奨される。 
 
中国に所在する外国籍個人—— 「五年ルール」が「六年ルール」に変更されることは、条件に合致する中国に所在する外国籍個人にとり
意義があるが、関連の納税者は、当該ルールに適用される届出プロセス手続、及び新税法における六年がいつからカウントされるか等の論
点に注目し、法令に従って国外で取得された所得に対して、免税待遇の享受を確保する事が推奨される。 
 



個人富裕層(HNWI) —— 実施条例最終版では、近似する企業所得税の租税回避防止規定の関連条項が削除されたため、今後の個
人所得税に関する租税回避防止規則の実務運用はまだ不明確である。納税者は資産の配置及び投資ストラクチャーに係る税務上のコ
ンプライアンスに留意し、かつ個人所得税に関する租税回避防止政策の今後の進展に注目することが推奨される。 
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